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宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
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二
十
四
号

　
　
　
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「－

第
七
十
三
条
」
を
「
・
第
七
十
二
条
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
第
五
十
九
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
六
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
五
十
三
条
第
六
十
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
六
十
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
中
「
第
六
十
条
第
四
項
」
を
「
第
六
十
条
第
七
項
」
に
、「
同
条
第
十
項
」
を
「
同
条
第

十
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
六
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
七
項
か

ら
第
十
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
六
項
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
七
項
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
七
項
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
八
項
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
七
十
三
条

の
十
四
第
九
項
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
項
」
を

「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
一
項
」
を
「
第
七
十
三
条

の
十
四
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
二
項
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
三

項
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
三
項
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
四
項
」
に
、「
事

業
者
内
保
育
事
業
」
を
「
事
業
所
内
保
育
事
業
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
四
項
」
を
「
第

七
十
三
条
の
十
四
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
農
業
振
興
地
域
内
」
を
「
農
用
地
区
域
内
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
知
事
」
を
「
県
税
事
務
所
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
五
十

一
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
三
条
を
削
る
。

　

様
式
第
三
十
八
号
の
二
中
「第

53条
第
60項

」
を
「第

53条
第
62項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
八
号
の
三
中
「第

53条
第
61項

」
を
「第

53条
第
63項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
百
二
十
七
号
の
二
（
表
）
中

　

様
式
第
百
二
十
七
号
の
二
（
裏
）
中
「で

あ
る
か

」
を
「又

は
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
従
事
者
で
あ
る
か

」
に
、

「鳥
獣
の
管
理
の
目
的
の
捕
獲
許
可
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
従
事
者
若
し
く
は
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
従
事

者
と
し
て
，
許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た
か

」
を
「，

鳥
獣
の
管
理
の
目
的
の
捕
獲
許
可
を
受
け
て
許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た

者
又
は
そ
の
従
事
者
と
し
て
許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た
者
か

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
四
条
第
一
項
第
八
号
の
改
正
規
定
（「
事

業
者
内
保
育
事
業
」
を
「
事
業
所
内
保
育
事
業
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
同
項
第
十
号
の
改
正
規
定
、
同
条
第

二
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
様
式
第
六
十
五
号
の
改
正
規
定
、
様
式
第
百
二
十
七
号
の
二
（
表
）

の
改
正
規
定
及
び
様
式
第
百
二
十
七
号
の
二
（
裏
）
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

様
式
第
６５号

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
不
動
産
の
価
格
等
の
通
知
書

年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
　
宮
城
県
　
　
　
　
　
　
　
所
長
　
殿

�
市
町
村
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
宮
城
県
県
税
条
例
第
59条
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。

不
動
産
取

得
者
の
住

所
氏
名
又

は
名
称

前
所
有
者

の
住
所
氏

名
又
は
�

名
　
　
称

新
築
年
月日

取
得
年
月日

登
記
年
月日

不
動
産
�

の
�

所
在
地

地
番
地
目

地
積
平
方

メ
ート
ル

取
得
事
由

固
定
資

産
台
帳

登
　
録

価
　
格
備
　
考

家
屋
番
号
種
類
構
造

床
面
積

平
方

メ
ート
ル

「
申
告
書
提
出
の
日
か
ら
遡
つ
て
過
去
１
年
以
内
に
鳥
獣
の
管
理
の
目

的
の
捕
獲
許
可
を
受
け
た
者
又
は
そ
の
従
事
者
若
し
く
は
指
定
管
理

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
従
事
者
と
し
て
，許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た
か
否

か
の
別

」

を

「
申
告
書
提
出
の
日
か
ら
遡
つ
て
過
去
１
年
以
内
に
，
鳥
獣
の
管

理
の
目
的
の
捕
獲
許
可
を
受
け
て
許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た
者
又

は
そ
の
従
事
者
と
し
て
許
可
捕
獲
等
を
行
つ
た
者
か
否
か
の
別
」

に
、

「
４
�　
申
告
書
提
出
の
日
か
ら
遡
つ
て
過
去
１
年
以
内

に
鳥
獣
の
管
理
の
目
的
の
捕
獲
許
可
を
受
け
た
者

又
は
そ
の
従
事
者
若
し
く
は
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲

等
事
業
者
の
従
事
者
と
し
て
，
許
可
捕
獲
等
を
行
つ

た
者
が
受
け
る
狩
猟
者
の
登
録

」

を

「
４
�　
申
告
書
提
出
の
日
か
ら
遡
つ
て
過
去
１
年
以
内
に
，

鳥
獣
の
管
理
の
目
的
の
捕
獲
許
可
を
受
け
て
許
可
捕
獲

等
を
行
つ
た
者
又
は
そ
の
従
事
者
と
し
て
許
可
捕
獲
等

を
行
つ
た
者
が
受
け
る
狩
猟
者
の
登
録

」

に
改
め
る
。


